
｢共謀罪創設法案の審議再開の前提と なる要求事項｣ に対する回答

平成 1 8 年 1 2 月 1 2 日

　 　 　

1 ) について

答弁の訂正を委する事項はないと考えている。

すなわち、 米国は、 国際的な組織犯罪の防止に聞する国際連合条約 (以下 ｢本
条約J という』 の締結に際し、 連邦制度という自国の基本原則に合戦するよう

な方法で本条約上の義務を負う権利を留保していると承知 している。 こ の点に

関 して我が国政府が照会したと こ ろ、 米国政府から、 本条約で犯罪化が求めら

れている行為について ~ 連邦法によ っ ても州法によっても犯罪とされていない

部分はほとんどないという回答を得ている。 こ のようなこ とから、 我が国政府

としては、 当該留保が本条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとは考え

ていない。

他方、 我が国において、 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に

対処するための刑法等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の

処罰及び犯罪収益の規制等に聞する法律 〔平成十一年法律節百三十六号) 第六

条の二の難 く以下 ｢組織的な犯罪の共謀罪｣ という。) の対象犯罪について更に

限定することは、 本条約第 2 条、 第 5 条等の諸規定に照らし、 本条約の趣旨及

び目的と両立 しないものであると考えている。 したがっ て、 先の答弁苔 (平成

十七年十一月十一日内閣榮賞 L一六三第六七号) 1 の (5 ) の⑤について及び先

の答弁書 く平成十八年六月十三 日内閣衆質一六四第三 0 G号) 2 についてで述
べた ことば、 米国の例を踏まえた上でも適切なものであると考えている。

2 ) につし、て

米国の留保の事実は承知していたが . 本条約の趣旨 ･ 目的に反するとは考え

ておらず、 特に言及 しなか っ た。 委員会においても特に質問がなされなか った

ので、 政府として説明する機会がなか つ た。 なお、 この間の縫鱈は下記のとお

りである。

政府と しては、 在米国日本大使館からの報告により、 米国が昨年 1 1 月 3 日

に本条約を締結した こ とを昨年 1 1 月初旬に承知し、 その後、 国連のホームペ

ージを通じて ~ 実際に米国が留保を付した上で本条約を締結した こ とを確認し

た。

こ のよう!こ して実際に米国が留保を付した上で本条約を締結した こ とを確認
した段階では、 米国の留保の趣旨及び理由等が必ずしも明らかではなか っ たた

め、 昨年 1 2 月中旬頃以降、 米国政府に対 し、 本件留保の趣旨及び理由につい

て照会を行った。

その結果、 米国から、 本件留保は、 連邦制度という米国の憲法上の基本原則



による限界から生じるものであり、 本条約が犯罪化を求めている行為について、

連邦法によ っ ても州法によ っても犯罪とされない部分はほぼないといえるなど

といった回答を待た。

このような米国の回答を踏まえ′た上で、 政府としては、 米国の留保は . 本条

約の趣旨 ･ 目的に反するようなものではないと理解している。

米国の留保については‐ こ れまで国会等で論じられていた ｢重大な犯罪｣ を

限定する旨の留保等とは性格が全く 異なると考えている。

3 ) について

米国が付 した留保に対し、 異議申立てを行う必要はないと考えている。

米国は . 本条約の締結に際し、 連邦制度という自国の基本原則に合致するよ

うな方法で本条約上の義務を負う権利を留保していると承知 している。 こ の点

に関して我が国政府が照会したと こ ろ、 米国政府から、 本条約で犯罪化が求め

られている行為について、 連邦法によ っても州法によ っても犯罪とされていな

い部分はほとん どないという回答を得ている。 こ のような ことから、 我が国政

府としては ~ 当該留保が本条約の趣旨及び目的と両立しないものであるとは考
えていない。

4 ) について

米国政府によれば、 まず、 連邦法には、 すべての連邦犯罪を対象とする共謀

罪の規定が存在し、 全米各州においては、 すべての州法に共謀罪の規定があり、

また、 S O 畑中、 4 フ 州では、 州刑法上のすべての犯罪又は少なくともすべて

の蚤罪を対象とする一般的な共謀罪の規定が設けられているとの こ とである。

なお、 米国が本条約の締結に当た っ て付した留保につき照会したと こ ろ、 同

国政府より、 書面 (1 0 月 2 4 日付け) にて、 ｢この留保は、 本条約により犯罪

とされるべき行為で米国が犯罪としていない部分が実際にある こ とが認められ

るために行っ たものではありません。 むしろ、 合衆国憲法の適用に関する理論

上の分析に基づいて行っ たものでした。｣~ ｢我々は、 お緑ねの留保を行 っ てい

る こ とにもかかわらず、 合衆国が本条約上の総務を霜たす こ とができると確信
しています し、 こ の留保は合衆国が本条約の義務を満たす ことができないこ と

を示す意図でなされたものではありません。J との回答を得ている。

また、 今般、 慢鍛的な共謀罪の規定が設けられていないアラスカ州、 オハイ

オ州及びバーモント州について、 各州の弁護士資格を有する者を通じて ~ 長期

4 年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科する こ とができる犯罪の

うち、 州法上共謀罪の対象とな っ ている犯罪及び州法上共謀罪の対象とな って

いない犯罪につき調査を行 ったと ころ、 次のとおりとのことであっ た。

0 州法上共謀罪の対象とな っている犯罪

アラスカ州 : 殺人等 1 4 オハイオ湖 色 謀殺等 2 1
バーモント州 : 殺人等 1 フ

0 州法上共謀罪の対象となっ ていない犯罪



アラスカ州 " 爆発物所持群 3 8 オハイオ州 : 窃盗等 5 4

バーモント州 " 重婚等生 2 9

そ こで、 米国政府に この調査結果を示 しつつ . 改めて、 見解を照会したと こ

ろ、 下記のとおりの回答があった。

｢以前から回答 しているとおり、 R l C O 法 (注) や郵便詐欺罪な どの適用範

囲が広い罰則を含め、 連邦刑法の全体としての適用範囲は極めて広範であり、

州法上の共謀罪の対象とならない犯菱に当たる行為であっても、 具体的な事

癸関係に即 して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい。J
r費調査を踏まえても、 合衆国が本条約上の義務を満たす ことができると確信

しており、 先の 1 0 月 2 4 日付け書簡に示した見解に何ら変わりはない。』

(注) 虹C O 法 : R acketee責畑uen c cd an d C om upt o rga n畑中n s Aはの離

なお ~ 本条約に問する米国国務省の報告書 くZ O 0 4 年 7 月 2 2 日付けパウ

エル国務長官発ブッ シュ 大統領宛書簡 ) 及び米国が付 した留保 (米国が国連に

通知したもの) の該当部分の訳は別紙 1 のとおり。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"¥ ‐; ′ ‐

傭 ) につ いて

御指摘の ｢参加して行為するオ プショ ンJ は、 我が国が新たな選択肢として

提案 した ｢重大な犯罪を行う目的を有する組織的な犯罪集団の活動に、 自己の

参加が当該犯罪の達成に寄与する ことを知りつつ、 参加すること。｣ を指すもの

と考えられると ころ、 政府としては、 当時、 本条約の交渉の過程であっ た こ と

から、 こ れに対応する国内法整備の具体的な内容についての検討までは行わな

かったものである。

仮に この提案が各国に受け入れられて本条約に規定される こ ととな っ た場合

には{ その時点で、 いずれの選択肢を選択する こ ととす るかを含め、 必要な法

整備の具体的な内容につ いての検討を行う こととなるものと考えていた。

2 ) について

御指瓶の提案をした時点における本条約の案文においては、 いわゆる共謀罪

につし、て、 対象となる ｢重大な犯罪｣ の範囲がいまだ定まっておらず ~ ｢組織的

な犯罪集団が関与するものJ という要件を付する こ とも認められていなか った。

他方 . 我が国の刑事法において は、 一定の犯罪については実行の着手前の共謀

や予備行為等を処罰することとされているものの、 すべての犯罪の共謀を一般
的に処罰する こととはされていない。

そ こ で、 我が国は、 その時点における本条約の案文において犯罪とする こと

が義務付けられている行為を犯罪とする こ とは我が国の法的原則と相容れない

ことを説明した上で、 当該共謀罪について、 ｢組織的な犯罪嬢団が関与す る もの｣
との要件を加えるべき こと等を提案したものである。



また . 御指摘の法務大臣の答弁は‐ 本条約第 3 4 条 1 !こいう ｢自国の国内法

の基本原則j とは、 各国の蓬法上の原則等、 国内法制において容易に変更する

ことのできない根本的な法的原則を指すものと解されていることを述べた上で、

組織的な犯罪の共謀罪は、 すべての犯罪の共謀を一般的に処罰するものではな

く . 重大な犯罪に当たる行為で、 団体の活動として、 当該行為を実行するため

の組織により行われるもの等の遂行を共謀した場合に限っ て処罰の対象として

おり、 我が国の国内法の基本原則に反するものではないとの趣旨をお答えした

ものである。

したがっ て、 前記答弁が本条約の交渉の過程における我が国の提案から変わ

ったとの御指摘は当たらないものと考えている。

なお、 我が国は、 本条約の交渉の過程で、 ｢自国の国内法の基本原則に従う こ

とを条件として ｣ との文言を本条約の規定に挿入する ことを提案したが、 その

躁、 ｢自国の国内法の基本原則｣ の具体的な解釈までは説明しなかっ たものであ

る。

3 ) について

第 2 回の公式会合に関する公電でマ ス キ ン グされた部分については◆ 公開さ

れる こ とを前提としないという条件の下で各国が行っ た発言が記贓されている。

こ のような性格の発言を開示した場合には、 他国との信頼関係が損なわれるお

それがあるため ~ 開示していない。 ただし~ それ以外の文書及び部分について

は、 既に開示 してきているとこ ろである。

な翁、 本条約の審議経過については、 本条約に関係する法案の審議のためと

いう事情を踏まえ、 昨年 7 月 B B 及び 1 0月 1 9 日 の法務委員会理事懇談会に

おいて ~ 書面にて配布したと ころで ある。

4 ) について

第 7 回会合において行われた非公式会合に関する公電でマスキングされた部

分については、 公開されるこ とを前提としないという条件の下で各国が行っ た

発言が記鰍されている。 こ のような性格の発雪を開示した場合には、 他国との
信頼関係が損なわれるおそれがあるため、 開示 していない。 ただし、 それ以外

の文書及び部分については . 既に開示してきていると ころである。

なお、 本条約の寒諮経過については、 本条約に閥係する法蘂の審議のためと

いう事情を踏まえ、 昨年 7 月 8 日及び 1 0 月 1 9 目の法務委員会理事憩教会に
おいて、 書面にて配布 したと こ ろである ,

5 ) について

馨 フ 園会合に関する平成 1 2 年 2月 1 6 日発信の公電でマスキングされた部
分については、 公開される こ とを前提としないという条件の下で各国が行っ た
発言が記載されている。 こ の ような性格の発言を開示した場合には、 他国との
信頼関係が損なわれるおそれがあるため、 開示していない。 ただし、 それ以外



の文害及び部分については、 既に開示 してきていると こ ろである。

なお、 本条約の審議経過については、 本条約に関係する法案の審議のためと

いう事情を踏まえ‐ 昨年 7 月 8 日及び 1 0 月 1 9 日 の法務委員会理事懇談会に

おいて、 書面にて配布したとこ ろである。

　 　
　 　 　　　　 　　皀 些 国 ′ ‐ -

1 ) について

調査の結果、 例えば、 米国等の国内法の規定を承知している (別紙 2 のとお

り)O
なお、 英米仏等の主要国については、 既に調査済みであっ たが、 その他の本

条約締約国については ~ 本年 5 月より調査を開始した。

Z ) につしYて

我が国政府より照会 したと こ ろ、 ブラジル~ モ ロ ッ コ、 エルサルバ ドル及び

メ キシコ の各国政府によれば . 各国内において本条約席 s 条 1 ( a ) に規定さ

れている行為は犯罪とされているとの ことである。 また、 アンゴラは、 本条約

の署名国であり、 まだ締約国とはなっ て いないと承知している。

なお、 日本弁護士連合会が作成した本年 9 月 1 4 日 付けの共謀罪新設に関す

る意見答には、 ｢国瞭連合薬物犯罪事務所が作成した文落によるとブラジル、 モ
ロ ッ コ、 エルサルバ ドル、 アンゴラ及びメ キシコ の 5 篇国は ~ 組織的な犯罪集

団の関与するすべての重大犯罪を共謀罪の適用対象とばしていないこ とを自認

している｣ 言の記載がある。 しかし, 当該文書を作成した国際連合蘂物犯罪事

務所に照会したと こ ろ、 日本弁護士連合会が引用した文書は古い情報に基づく

ものであり ~ また、 その後同事務所が作成 した文書では、 これら 6 箇国のいず

れについても本条約棗 5 条の葉施に当だ つ て何らかの問題がある旨の記載はな

いとの こ とである。

3 ) について

オース トラリ アの国内法では、 共謀罪として 有罪となるためには、 ｢その者又

は合意の当事者の中の他の少なくとも一人がその台琵に基づいて顕示行為 (オ
ーバー トアク ト) を行 ったものでなければならない｣ と規定されている。

サウジアラビアについては、 同国政府によれば、 イ ス ラム法の原則に従い、

処罰され る ためには何らかの行為が必要であるとの ことである。

ラ トビアについては、 同国政府によれば~ 本条約第 5 条 1 (a ) を実施する

ための国内法として同国刑法第 2 1 条が当たり、 r合意の内容を推進するための
行為｣ は同条で規定されているとの ことである。

4 ) について

在外公館を滋じて調査 した結果は、 以下のとおり。



0 英国

詐欺事件に限定したものではあるが~ 英国当局において、 詐欺罪全体と共

謀による詐欺罪について調査 した資料があり、 当該資料によると . 2 0 0 4

年においては、 詐欺罪全体については . 裁判受理の人数が 1 9 、 1 9 2 名、

有罪とな った人数が 1 4 、 7 8 8 人となっ ている。 こ のうち、 共謀による詐

欺罪については、 裁判受理の人数が 9 6 7 人、 有罪とな っ た人数が 5 2 1 人

と な っ ている。 なお、 英国においては、 個別の犯罪類型について、 基本的に

は、 共謀によるものと、 そうでないものを分類した統計を取っていないため、

共謀罪字体 に ついての起訴件数及び有罪件数については、 英国当局において

も把握してし、ない。

0 米国

米国の当局の説明によれば、 連邦法第 1 8 繞第 3 7 1 条に定める共謀罪に

関しては、 2 0 0 3 年に充いて、 裁判受理の人数が 2 5 9 3 人、 また、 有罪

の人数が 2 6 5 5人とな っ ている。 なお、 連邦法第す 8 編第 3 7 1 条による

起訴がありながらも、 こ こ に含めていない件数も相当程度ある (例えば、 第

1 級殺人罪と殺人の共謀罪が起訴された場合、 軽い共謀罪については含まれ

てない。)。

5 ) について

調査の結果、 例えば ~ ドイ ツ等の国内法の規定を承知している (別紙 2 のと

おり)。

6 ) について

政府としては、 我が国の現行法は、 本条約第5条 1 が定める義務を満たして

いないと考えてし、るが、 その検討の内容は以下のとおりである。

本条約第 5 榮マーニ すべての重大な犯罪を行う ことの合意又は亜大な犯罪等

を行う こ とを目的とする組織的な犯罪集団の活動に参加する行為の少なくとも

- 方を犯罪とする ことを義務付けている。 また、 この義務を躯行するための犯

罪を設けるに当たっ て は、 r犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪

とする頭 ものと し、 未遂罪や賤遂罪とば独立に、 犯罪の実行の着手以前の段階

で処罰する ことが可能な罰則を設ける こ とを穀勝付けている。

こ の点 ~ 本条約第 5 条 ･1くaX i)の定めるいわゆる共謀罪については、 我が国

の現行法には、 実行の着手以前の段階の行為を処罰する規定と して、 …部の犯

罪について共謀罪、 予備罪等が設けられており . また、 けん銃等の所持を処罰

する規定などの特別法の規定によ って、 他の犯罪の実行の着手以前の段階とい

える行為を処罰することができる場合もあるものの、 組織的な犯罪集団が関与
する重大な犯罪の共謀のすべてについて、 処罰が可能であるわけではない。 す

なわち、 共謀罪は、 内乱陰謀罪、 爆発物使用の共謀罪など、 一部の犯罪につい

て設け ら れているにすぎず、 予備罪についても、 殺人予備や強盗予備など、 -
部の犯罪について設けられているにす螫ず ~ また ~ けん銃等の所持禁止等の特



別法の規定によ っ て、 他の犯罪の実行の着手以前の段階といえる行為を処罰す

る こ とができるのも、 限られた場合にす者なし、
。

また ~ 本条約 5 条 ｢ (a x ii)の定めるいわゆる参加罪については、 同条は . 組

織的な犯罪嫌団の犯罪活動に参加する行為を犯罪とするだけではなく、 犯罪活

動以外の ｢その他の活動 ｣ に参加する行為についても、 自己の参加が当該犯罪

崇団の目的の達成に寄与する こ とを知 っている場合には、 こ れを犯罪とする こ

とを議務付けている。 しかしながら← 我が国においては. こ のように、 必ずし

も特定の犯罪との結び付きのない活動に参加する行為を直接処罰する規定の例

はない。

こ のように、 我が国の現行法は本条約第 6 条 1 が定める議藤を満た していな

いと考えられた ことから、 こ の義務を満たすため、 ｢組織的な犯罪の共謀罪 ,l を

設ける必要があると考えたものである。

フ ) について

本条約の締結の際に留保を付す ことば考えておらず、 外交的解決を図るべき

事情があるとは考えていな い。

必要な法令が墜備されれば、 本条約の締結につき閣議決定を経て ~ 本条約第

3 6 条の規定に従って速やかに手続をとる こととなる。

フ -



米国国務省の報告害及び米国が付した留保の該当部分の課
0 米国国務省の報告答

犯罪の創設を要求する本条約の条文 (第 5 条、 第 6 条、 第 8 条及び第 2 3 条)
に閨 しては . 国際約束において慣習とな っ ているように、 これらの義務は国家

レベルで適用されるという ことがまず留意されるべきである。 他方、 現行の合

衆国連邦刑法は範囲が限定されており、 州間又は外国通商や他の重要な連邦の

利益と関連する行為を一般に対象と している。 連邦制度という我々 の基本原則

の下で、 地域的な性格を有する犯罪は一般に州が扱うものであるが、 本条約に

規定されたすべての行為形態がすべての州によ っ て犯罪化されているというわ

けではない (例えば~ 少数の州は極めて限定された共謀罪を有する。)□ こ のよ

うに、 留保が付されなければ、 米国が本条約の下で犯罪化する義務があるよう

な行為であって、 我々の連邦制度の下ではそのような議務ば一般的には連邦政
府 と いうよりも州政府が負う こ とになる行為という狭いカテゴリーが生じる こ

とになる。 そのような饑務を回避するため、 私は以下の留保が米国による批准

書の寄託に際して含まれるよう勧める。

アメ リカ合衆国政府は連邦制度という自国の基本原則に合致するような

方法で本条約上の義務を負う権利を留保するものであり、 本条約で扱われ

る行為に関 しては、 かかる基本原則に從つて連邦及び州の刑法が考慮され

なければならない。 州間又は外国通商や他の連邦の利益に与える影響に基
づき行為を規制する米国選邦刑法は、 組織犯罪と闘うための米国内の主要
な法制度であり ~ こ の目的のために幅広く効果をもつ。 連邦刑法は、 その

犯罪行為が州間又は外国通商や他の連邦の利益と閥達しないような極めて

限られた事例においては適用されない。 本条約上の義務を満たす上で、 米

国の連邦及 び州の刑法が完全に十分ではないような、 純粋に地域限定的な

性格を有する極めて限られた犯罪を含む状況が少数想定し得る。 したが っ

て、 アメリカ合衆国政府は、 このような地域的に極めて限定化された活動

という狭いカテゴリーに属する行為を扱う限りにおいて、 本条約で規定さ

れている義務に留保を付する。 この留保は、 本条約上想定されている、 他
の締約国に国際協力を提供する合衆国の能力にいかなる点においても影響

を与えない。

さらに、 この留保に関し、 私は上院がその助言と同意についての決議におい
て 次の了解を含める こ とを勧める。

合衆国は、 その連邦制度に係る留保に照らし . 本条約がいかなる立法そ

の他の措置の制定を請け合うものでもないと理解する。 合衆国は本条約の

下での叢務を履行するため、 現行の連邦法及び適用され得る州法に立脚す

るものとする。

8 .-



0 米国の留保

アメ リカ合衆国は連邦制度という自国の基本原則に合致するような方法で本

条約上の議務を負う権利を留保するものであり、 本条約で扱われる行為に関し

ては、 かかる基本原則に従って連邦及び州の刑法が寿虚されなければならない。

州間又は外国遍満や他の連邦の利益に与える影響に基づき行為を規制する米国

連邦刑法は、 組織犯罪と問うための米国内の主要な法制度であり、 この目的の

ために幅広く効果をもつ。 連邦刑法は、 その犯罪行為が州間又は外国通商や他

の連邦の利益と閼達しないような極めて限られた事例においては適用されない。

本条約上の義務を満たす上で、 米国の連邦及び州の刑法が完全に十分ではない

ような、 疑粋に地域限定的な性格を有する極めて限られた犯罪を含む状況が少

数想定し得る。 したが っ て、 アメ リカ合衆国は、 こ のような地域的に極めて限

定化された活動という狭いカテゴリ一仁属する行為を扱う限 切に おいて、 本条

約で規定されている議務に留保を付する。 この留保は、 本条約上想定されてい

る、 他の締約国に国際協力を提供する合衆国の能力にいかなる点においても影

響を与えない。



(別織 2 )
我が国からの照会に対し、 各国政府から、 該当規定として以下の回答があ っ た。

0 米国

連邦法第 1 8 縄第 3 7 1 条 (共謀罪)
二人又はそれ以上の者が、 合衆国に対する何らかの犯罪を犯すこ と又は

合衆国若しくはその機関を何らかの方法著しくは何らかの目的でだますこ

とを共謀し、 かつ、 そのうちの一人又はそれ以上の者が、 共謀の目的を果

たすために何らかの行為を行 っ たときは、 5 年以下の拘禁荊若しくは罰金

に処し、 又はこ れらを併科する。

0 イギリス (イングラ ン ド及びウエールズ)
1 9 フ フ 年刑事法第 1 条、 第 3 条 (共謀‐罪)

ある者が、 他の一人又は数名の者と、 ある一連の行為を遂行する こ とに
つき合意した場合であっ て、 かつ、 仮に当該合意がその当事者の意図に従

って遂行されるならば、 当然に、 そのうちの一人若しくはそれ以上の者が、

ある一個若しくは複数個の犯罪を実行し、 著しくはその実行に閼与した こ

とになると認められ、 又はある一個若しくは複数個の犯罪の実行を不可能

にする事異が存在しなければ、 同様に、 当該犯罪を実行し、 若しくはその

実行に開与 した こ とになると認められる場合には、 以下の刑罰に処せられ

る。

① 殺人罪、 絶対的法定刑が定められている犯罪、 終身刑を最高刑とする

犯罪及び長期が定められていない拘禁刑をも っ て処罰司能な正式起訴可

能犯罪の共謀については、 終身刑

⑧ ①以外の拘禁刑をも って処罰可能な犯罪の共謀については、 当該犯罪

について定められた刑期の上限を超えない期間の拘禁荊

③ ⑨及び④以外の犯罪の共謀については. 罰金刑

〇 ドイツ

刑法第 1 2 9 条 (犯罪集団の結成) 第す 項

その目的若しくは活動が犯罪行為の遂行に向けられた団体を設立した者、

又は このような団体に構成員として関与し、 そのために搬成長若しくは支

援者を雰り又はこ れを支援した者は、 5 年以下の自由刑又は罰金刑に処す

る。

0 フランス

刑法第 4 5 0 一 1 条 (凶徒の結社罪)
…又は数個の重罪又は 5 年以上の拘禁刑で処罰される軽罪の準備のため

に結成された察団又はなされた謀議はすべて、 その準備が一又は数個の客

観的行為によ って特徴づけられている場合は、 凶徒の結社とされ、 モれへ



の参加は、 以下の刑罰に処せられる。

① 準備された犯罪が重罪文は 1 0 年の拘禁刑で処罰される蛭罪である場

合、 1 0 年の拘禁刑及び 1 5 万ユー ロ の罰金

② 準備された犯罪が 6 年以上の掬蕪刑で処罰される鰹罪である場合、 5

年の拘禁刑及び フ万 5 0 0 0 ユー ロ の罰金

0 中国

刑法第 2 9 4 条
1 暴力、 脅迫その他の手段により組織的に進法犯罪活動をし、 覇を唱え、

悪事をし、 大衆を威圧し、 又は害し、 経済又は社会生活秩序を重大に破

壊する闇社会性質の組織を組織し、 指導し、 又はこ れに積極的に参加し

た者は ~ 3 年以上 1 0 年以下の有期懲役に処する。 その他の参加者は、

3 年以下の有期懲役、 拘役、 管制又は政治的権利の剥奪に処する。

2 国外の闇社会組織の者で、 中薹人民共和国の国内において組織成員を

拡大 した者は、 3 年以上キ 0 年以下の有期懲役に処する。

3 前 2 項の罪を犯し、 かつ、 その他の犯罪行為を した者は、 数罪併罰の

縦走により処罰す る。

4 国家機閥の公務員で、 間社会性質の組織を庇い、 又は闇社会性質の組

織が違法犯罪活動をするのを認容したものは、 3 年以下の有期懲役、 拘

役又は政治的権利の刻蓬に処する。 情状が重大である場合には、 3 年以

上 1 0 年以下の有期懲役に処する。

0 アゼルバイジャ ン

刑法第 2 1 8 条 犯罪嬢団の組織
1 軽度の重大な犯罪又は壁大な犯罪の義行のために犯罪集団を創設し、

かかる集団又はその下部組織を選営 し、 並びに躯皮の重大な犯解又は重

大な犯罪の実行を計画及び準備する こ とを意図して組織者、 畏、 又はそ

の他の代表者と結託した者は、 財産の没収を伴い、 又は財産の没収を伴

わないで 8 年以上 1 5 年以下の拘禁刑に処する。

2 犯罪集団に参加 し、 又は組織的禁固の組織者、 長著しくはその他の代

表者の結託に参加した者は、 財産の没収を伴い、 又は財産の没収を伴わ

ないで 6 年以上 1 2 年以 下の拘禁刑に処する。

3 職務上の立場を利用して本法第 2 1 8 条第 1 項又は第 2 1 8 条第 2 項

に定められる行為を行 った者は、 財産の没収を伴い、 又は財産の没収を

伴わないで 5 年以上 , 5 年以下の拘禁刑に処する。

0 ベルギー

刑法第 3 2 4 秦の 2

財産上の利益を直接的に又は間接的に得るため、 3 年の禁固刑又はそれ

を超える刑で処罰可能な犯罪を、 予め準備された方法で行う目的で、 時間



と と もに確立された、 2 人以上の者による構造化された結託は、 犯罪組織
を構成する。

裏際の目的が、 排他的に、 政治的、 組合的、 慈善的若 しくは宗教的なも

のであるが、 又は、 排他的に他のいかなる正当な目的を追求している団体

は、 それ自体、 犯罪組織とみなされてはならない。

刑法第 3 2 4 条の 3

す 犯罪組織が、 威嚇~ 脅迫、 暴力、 不正な工作若 しくは腐敗を利用 し、

又は、 不正行為の実現を睫蔵したり、 容易にしたりするために商業的若
しくは他の組織を利用する時には、 その組織を悪意かつ意図的に構成す

るいかなる者も、 1 年から 3 年の禁固刑及び 1 0 0 ユー ロ から 5 , 0 0
0 ユー ロ の罰金刑文はそれらのいずれかの刑に処せられる。 その者が、

当該組織による犯罪行為を行う意図を有していない場合又はそれと結託
する意図を有していない場合でも、 同様である。

2 自身による参加が、 第 3 2 4 条の Z に規定する形で不正行為に加担す
るものであると知り つつ . 当該犯罪艫報によるいかなる不正行為の準備

又は異現に参加する者も、 1 年から 3 年の禁固刑及びぅ 0 0 ユー ロから

5 , 0 0 0 ユー ロの罰金刑又はそれらのいずれかの刑に処せられる。

3 自身による参加が、 第 3 2 4 条の 2 に規定する形で不正行為に加担す
るものであると知りつつ、 当該犯罪組織による活動におけるいかなる意

思決定に参加したいかなる者も、 5 年から 1 0 年の懲役刑及び 5 0 0 ユ
ー ロ から 1 0 万ユ【 口の罰金刑又はそれらのいずれかの刑に処せられる。

4 当該犯罪組織のいかなる指導者も、 1 0 年から 1 6 年の懲役刑及び 1 ,

0 0 0 ユー ロ から 2 0 万ユー ロ の罰金刑又はそれらのいずれかの刑に処

せられる。

0 オランダ

刑法第一1 4 0 条

1 罪を犯す ことを目的とした纏織への参加は ~ 6 年以下の拘禁刑又は第

5 級の罰金刑 (6 7 , o o o ユー ロ ) に処する。

2 変更できない判決によ って禁止され、 その結果解散された法人格を有
する団体の綣続する活動への参加は、 1 年以下の拘禁翔又は漿 3 級の罰
金刑 (6 , フ 0 0 ユーロ ) に処する。

3 組織を設立した者、 短縮を指揮する者又は組織を管理する者について
は、 刑期を 3 分の 1 加算することができる。

4 第 ｢ 項に規定する参加は、 組織への財政的文はその他の援助の提供及
び組織のために資金又は構成員を募るこ とを含む。

0 ニュージーラ ン ド

1 9 6 1 年刑法第 9 8 条 A 組織的な犯罪集団への参加

(1 ) 組織的な犯罪集団に、 当該集団が組織的な犯罪集団である こ とを知り
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つつ、 かつ、 (a)自己の参加が犯罪活動の発生に寄与する ことを知りなが

ら、 又は、 (b)自己の参加が犯罪活動の発生に寄与し得るか否かについて

無分別のままで、 参加 した暑 く構成員 ~ 準構成員又は予定構成員の別を

問わない。) は、 5 年以下の拘禁刑に処する。

く2 ) 本法の規定の適用上、 集団は、 その目的又はその目的の一つが以下の

いずれかである 3 人以上の者の集団である場合には~ 組総的な犯罪集団

である。

(a ) “年以上の拘禁刑を科する ことができる犯罪の実行により物質的利

益を得る こと

〔b〕 国内であれば 4 年以上の拘蕪刑を科する こ とのできる犯罪行為を構
成する国外での行為により物質的利益を得る こと

くじ ) 1 0 年以上の拘禁荊を科する ことのできる重大な暴力犯罪 〔第 3 1

2 条 A O ) の意味におけるもの) を行う こと

(d ) 国内であれば 1 0 年以上の拘禁刑を科する こ とのできる麗大な暴力

犯罪 (第 3 1 2 条 A Q ) の意味におけるもの) を構成するものを国

外で行う こと

(3 ) 人の築園は、 以下の事由の有無を問わず、 本案の適用上、 組織的な犯

罪集団になり得る。

(a ) 橘成員の中に他の者の都下や従業員である者がいるこ と。

くb )ある特定の時期に当該館団に関係した者の一部のみが、 特定の行為 ~

活勤又は処理の時にその計画、 立案、 又は実行に関与 し ていた こ と。

(c ) その構成員が時により変動する こと。

0 ノ ルウ エ …

刑法第 ｢ 6 2 条 G 項 (抜粋)
3 年以上の期間の拘禁刑を科するこ とゐぐできる行為で、 組織的な犯罪巣

団の活動の一環として行われるものを行う こ とを他の者と共謀した者は、

より厳しい刑の規定の適用される場合を瞭きミ 3 年以下の期間の拘禁刑に

処する。


